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（刑事）

●児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項

各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したとい

う事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときにへ同条5項を適用

することの可否

（令和5年（あ）第1032号・令和6年5月21日第三小法廷判決棄却）

●被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決

の量刑が維持された事例

（令和5年（あ）第292号・令和6年5月27日第一小法廷決定棄却）

●
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（民事）

●消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう 「簡易確定手

続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該

当するとした原審の判断に違法があるとされた事例

（令和4年（受）第1041号・令和6年3月12日第三小法廷判決破棄自判）

●相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成す

る前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか

（令和4年（受）第2332号・令和6年3月19日第三小法廷判決棄却）

●犯罪被害者と同性の者は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1

項1号括弧書きにいう 「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該

当し得るか

（令和4年（行ツ）第318号、同年（行上）第360号・令和6年3月26日第三小法廷判決破棄差戻し）

●社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により

裁判所の許可を得て社員総会を招集することの可否

（令和4年（許）第18号・令和6年3月27日第三小法廷決定棄却）
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裁判所時報 令和6年6月15日第1840号

刑事 しかしながら、児童ポルノ法7条5項が、ひそかに

児童の姿態を撮影するなどして児童ポルノを製造する

という行為態様の違法性の高さに鑑み、同条3項及び

4項の各児童ポルノ製造に加えて、処罰対象となる児

童ポルノ製造の範囲を拡大するために制定されたとい

う立法の趣旨及び経緯、並びに、同条4項、 5項の各

児童ポルノ製造罪の保談法益及び法定刑に照らせば、

児童に塗熊奔しら廿‘ これ券ひそかに棉影-ｵｰろなどし

◎児童に児童買春、児童ポルノに係る行為

等の規制及び処罰並びに児童の保護等に

関する法律2条3項各号のいずれかに掲

げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影

するなどして児童ポルノを製造したとい

う事実について、当該行為が同法7条4

項の児童ポルノ製造罪にも該当するとき
に、同条5項を適用することの可否 ，

五｣県奮ポルノ券埋浩1/方シいう事実について．当該行

為が同条4項の堀壷ポルノ型浩罪に＃､該当するシ1／て

#､、なお同条5項の1月‘竜ポルノ型浩罪が成ずし‐同罪

件名強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る

行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に

関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交

等被告事件

で公訴超提紀され方場合．栽半||所I土同項か滴用する

こ_とができるし鯉するのが相当で方〕ろ←そのように解

さなければ、事案によっては、同罪で公訴を提起した

検察官が同条4項の児童ポルノ製造罪の不成立の証明

を、被告人がその成立の反証を志向するなど、当事者

双方に不自然な訴訟活動を行わせることになりかねず、

さらには、ひそかに児童の姿態を撮影するなどして児

童ポルノを製造したことは証拠上明らかであるのに、

裁判所が同条5項を適用することができないといった

不合理な事態になりかねない。同項にいう 「前2項に

規定するもののほか」との文言は、以上の解釈を妨げ

るものではない。

よって、本件各児童ポルノ製造の事実について児童

ポルノ法7条5項を適用した第1審判決を是認した原

判断は正当である。

したがって、刑訴法410条2項により所論引用の

判例を変更し、原判決を維持するのを相当と認めるか

ら、所論の判例違反は、結局、原判決破棄の理由にな

らない。

2その余の上告趣意について

弁護人奥村徹の上告趣意のうち、その余の判例違反

をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであっ

て本件に適切でないか、引用の判例が所論のような趣

旨を示したものではないから前提を欠くものであり、

その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、

刑訴法405条の上告理由に当たらない。

3 よって、刑訴法408条、刑法21条により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官今崎幸彦裁判官宇賀克也裁判官

林道晴裁判官渡退恵理子）

最高裁判所令和5年.(あ）第1032号

令和6年5月21日第三小法廷判決棄却

被告人A

原審大阪高等裁判所

主 文 ，

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中170日を本刑に算

入する。

理 由

1 弁護人奥村徹の上告趣意のうち、大阪高等裁判

所令和4年（う）第758号同5年1月24日判決・

判例タイムズ1512号136頁を引用して判例違反

をいう点について

原判決は、就寝中の被害児童（当時10歳）に対す

る強制わいせつ、強制性交等未遂及び強制性交等の各

犯行の機会に同児童に児童買春、児童ポルノに係る行

為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

（以下「児童ポルノ法」という。 ） 2条3項各号のい

ずれかに掲げる姿態（以下、単に「姿態」という。 ）

をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポル

ノを製造したという各児童ポルノ製造（以下「本件各

児童ポルノ製造」という。 ）の事実について同法7条

5項を適用した第1審判決を是認した。

この判断は、児童に対する強制わいせつ、準強制わ

いせつ及び強制性交等の各犯行の機会に同児童に姿態

をとらせ、これを撮影するなどして児童ポルノを製造

した場合には、児童が就寝中等の事情により撮影の事

実を認識していなくても、児童ポルノ法7条4項の児

童ポルノ製造罪が成立し、同条5項は適用されないと

した所論引用の判例と相反する判断をしたものという

べきである。
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令和6年6月15日第1840号裁判所時報

せて逃げようとの漠然とした計画は立てていたものの、

それ以上に確実な殺害を企図して具体的な犯行を想定

し準備をしていたとは認められず、また、実際の犯行

も、 トラックを運転し、対向して歩いてきた被害者ら

を一度にはねた後、そのまま走り去る､というものであっ

た。そうすると、本件は、被告人が、被害者らの殺害

それ自体を目的としてこれを意欲し、人の生命を奪う

ための綿密な計画や周到な準備に基づき、殺害を確実

に遂げるべく実行した犯行とはいえず、被告人の生命

軽視の度合いが甚だしく顕著であったとまではいうこ

とができない。

以上によれば、本件は被害者2名に対する殺人を含

む事件であり、その動機は身勝手かつ自己中心的であ

るというほかなく、被告人の刑事責任は誠に重いもの

の、前記の観点を踏まえ、犯情を総合的に評価すると、

死刑を選択することが真にやむを得ないとまではいい

◎被告人を死刑に処した裁判員裁判による

第1審判決を量刑不当として破棄し無期

懲役に処した原判決の量刑が維持された
事例

件名窃盗、道路交通法違反、殺人被告事件

最高裁判所令和5年（あ)､第292号
令和6年5月27日第一小法廷決定棄却

被告人盛藤吉高

原審仙台高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実

質は量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告

理由に当たらない。

所論に鑑み、記録を調査しても、刑訴法411条を

適用すべきものとは認められない。

付言するに、本件は、服役を終えたばかりの被告人

が、新しい人間関係、なじみのない土地及び未経験の

仕事等への不安から、罪を犯して刑務所に戻りたいと

考えるうちに、長く刑務所にいるためにトラックを2

名くらいに衝突させて逃げようと考えるに至り、準中

型貨物自動車を窃取してこれを無免許運転し、その|際、

殺意をもって、対向歩行中の被害者A及びBに同車を

衝突させ、Aをはね飛ばし、Bを転倒させ礫過して、

両名を殺害した上、負傷者の救護も警察官に対する事

故の報告もしなかった、 という事案である。

罪を犯して刑務所に戻りたいなどという動機は極め

て身勝手かつ自己中心的であり、また、その手段とし

て他人の生命を侵害する犯罪を選んだのは、生命軽視

の度合いが大きく、厳しい非難が向けられるべきであ

る。犯行態様は、通り合わせたにすぎない無防備な歩

行者にトラックを加速させつつ衝突させるという生命

侵害の危険性の高いものであり、殺意は明白である。

被告人とは無関係であり何ら落ち度のない被害者2名

の生命を理不尽に奪ったという結果は重大であって、

遺族らの処罰感情が非常に厳しいのも当然であり、社

会に相当の不安感を与えたことも否定できない。被告

人の刑事責任は誠に重いというほかなく、本件は死刑

を選択することの当否を検討すべき事案である。

しかし、死刑は究極の刑罰であり、その適用は慎重

に行わなければならないという観点及び公平性の確保

の観点を踏まえる必要がある。このような観点から検

討すると、被告人は、長い期間刑務所に入ろうと考え

て、 トラックを盗み出し2名くらいの歩行者に衝突さ

難い。したがって、 篭1審の死汗||判決左破棄し、被告

人奔無期懲得に伽l"弁原半ll決が‐刑の量宗において桂

希1，く不当であってこれ券碓棄1/なければ箸しく正義

に反すろものしいう号と_吐垂きたい‐

よって、刑訴法414条、 386条1項3号により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官堺 徹裁判官深山卓也裁判官

安浪亮介裁判官岡正晶裁判官宮川美津子)
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裁判所時報 令和6年6月15日第1840号

○相続回復請求の相手方である表見相続人

は、真正相続人の有する相続回復請求権
の消滅時効が完成する前であっても、当
該真正相続人が相続した財産の所有権を
時効により取得することができるか

最高裁判所判例要旨

民事

○消費者裁判手続特例法2条4号所定の共

通義務確認の訴えについて同法3条4項
にいう 「簡易確定手続において対象債権

の存否及び内容を適切かつ迅速に判断す

ることが困難であると認めるとき」に該

当するとした原審の判断に違法があると
された事例

号
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６３

３

８

３
判
１

２
小
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．
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和
６
集

令
令
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相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相

続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前

であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権

を時効により取得することができる。

|’
令和4年（受）第1041号
令6 ．3． 12三小判破棄自判
民集78巻i号本誌1835号 ○犯罪被害者と同性の者は犯罪被害者等給

付金の支給等による犯罪被害者等の支援

に関する法律5条1項1号括弧書きにい

う 「婚姻の届出をしていないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にあった者」に該
当し得るか

特定適格消費者団体であるXが、Yらが相当多数の

消費者に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇

大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどし

たことが不法行為に該当すると主張して、Yらに対し、

Yらが上記消費者に対して売買代金相当額等の損害賠

償義務を負うべきことの確認を求めて消費者裁判手続

特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えを提起した

場合において、次の(1)～(3)など判示の事情の下では、

過失相殺及び因果関係に関する審理判断を理由として、

上記訴えについて、同法3条4項にいう 「簡易確定手

続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に

判断することが困難であると認めるとき」に該当する

とした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法

があ．る。

(1)Xが主張するYらの不法行為の内容は、Yらが上

記消費者に対して仮想通貨に関し誰でも確実に稼

ぐことができる簡単な方法があるなどとして、上

記商品につき上記説明をしてこれらを販売するな

どしたというものであり、Yらの説明は、上記商

品の購入を勧誘するためのウェブサイトに掲載さ

れた文言や動画によって行われた。

(2)上記商品は、投資対象である仮想通貨の内容等を

解説し、又は取引のためのシステム等を提供する

ものにすぎず、仮想通貨への投資そのものではな

い。

(3)上記消費者につき、過失相殺をするかどうか及び

仮に過失相殺をするとした場合のその過失の割合

が争われたときには、簡易確定手続を行うことと

なる裁判所において、適切な審理運営上の工夫を

講ずることが考えられる。

（補足意見がある。 ）

’ ’
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犯罪被害者と同性の者は、犯罪被害者等給付金の支

給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項

1号括弧書きにいう 「婚姻の届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得る。

（補足意見及び反対意見がある。 ）

○社団たる医療法人の社員が一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律37条2

項の類推適用により裁判所の許可を得て
社員総会を招集することの可否

号
却
号

８
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７３

１
８

第
椛
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ｊ
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許
７
号

１
２
１

年
・
巻
３
８

４
７

和
６
集

令
令
民

社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判

所の許可を得て社員総会を招集することはできない。

（補足意見がある。 ）
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令和6年6月15日第1840号裁判所時報

記事

◎人事異動

定年退官

新潟地方裁判所長 蓮井俊治

（5月23日）

新潟地方裁判所長

名古屋高等裁判所判事 松村徹

（5月24日）

東京高等裁判所判事

裁判所職員総合研修所長 後藤健

裁判所職員総合研修所長

長野地方・家庭裁判所長 江原健志

長野地方・家庭裁判所長

金沢地方・家庭裁判所長 林俊之

金沢地方・家庭裁判所長

東京高等裁判所判事 任介辰哉

依願退官

東京高等裁判所判事 脇博人

（以上5月25日）

仙台高等裁判所判事

横浜地方・家庭裁判所相模原支部長 倉澤守春

横浜地方・家庭裁判所相模原支部長

東京高等裁判所判事 関述之

（以上5月27日）

定年退官

瀬戸簡易裁判所判事 上杉誌朗

（5月28日）

定年退官

豊中簡易裁判所判事 山本猛

（5月29日）

枚方簡易裁判所判事 齋藤正人

豊中簡易裁判所判事

大阪簡易裁判所判事 山本泰博

大阪簡易裁判所判事

枚方簡易裁判所判事 神谷義彦

（以上5月30日）

依願退官（退官後在外公館）

事務総局秘書課付 竹田泰樹

（5月31日）

名古屋簡易裁判所判事

福井簡易裁判所判事兼大野簡易裁判所

判事 三崎雅司

（6月1日）

依願退官

東京高等裁判所判事 田原美奈子
（6月2日）

ノ

、

t
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標
記
の
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
が
、
令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
に
公
布
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
附
則
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
も
の
を

除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
最
近
に
お
け
る
道
路
交
通
を
め
ぐ
る
情
勢
等
に
鑑
み
、
自
転
車
等
の
交
通

事
故
の
防
止
等
の
た
め
、
自
転
車
の
運
転
中
に
お
け
る
携
帯
電
話
使
用
等
の
禁
止
、
自
転
車

等
の
運
転
者
に
よ
る
一
定
の
違
反
行
為
の
反
則
行
為
へ
の
追
加
等
の
措
置
を
識
ず
る
必
要
が

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
す
。

（
法
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
付
け
最
高
裁
刑
三
第
三
百
十
一

号
で
通
知
し
た
と
お
り
で
す
。
）

《
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
》
（
令
和
六
年
五
月
二
四
日
公
布
法
律
第
三
四
号
）

法

律

等
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(令和6年6ﾉﾘ1日現在）

最高裁判所
長 宮 愈三郎ノ

第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷

深 llj卓也

安浪亮介
岡 正品

堺 徹

宮川美津子

蚊判宿

畑判簡
奴判官

奴判官
裁判槽

裁判憎

故判宮
蛾判官

紋判官
鮫判官

戸倉三郎

三汕 守
草野腓一

岡村和奨
尾島 明

裁判噌
鱗判噌

栽判′i]
栽判官

銭判噛

宇倒克也

林 遡1IW
渡遜忠理子

今崎幸彦
石航公博

宮
官
冨
官

識
誰
査
査

澗
柵
側
測

恥
朏
臓
脈

首
上
上
上

林
端
丸
朋

宏
克
宏

小

I剛

中
川

司
彦
隆
一

事務総局
事務総長

聯雛官
デジタル群継官

家庭群雛官．
耶務総局参耶官

、秘密課長
広報眺長(兼）

司法研修所 最高裁判所図書館

館 長(兼）
副伽長

伽
後
椚
西
脇
福
補

臓
尚
他
裕
俊
直
直

故
棚
一
口
宏
之
芝

総務局長
人リド局長

経理局長
民難局長

刑難局長

行政局長(兼）
家庭局長

小野寺典也

徳岡 粭

染谷武宣
禍田千恵子

吉崎佳弥

福田千恵子
馬波直史

佃
藤
藤
川
場
勘
鮎

所 長

耶務局長

事務局次長

裁判所職員総合研修所
所 長

副職局長
郡務局吹長

矢
石
小

和子

芳明

美智子

鍵

年泰

克史

吉

小

崎佳弥
林 徹

尼
井
池
藤
柳
栗

後
青
須

リド務局長
ﾘ務局次長

叩務局長
事務局次長

リド務局長
珈務周次長

リド務局長
ﾘ務局次長

庁 名 長官・所長 庁 焔 長官・所長 庁 名 畏官・所長 庁 端 長官・所是

東京高零|中村 恢
成
次
知
勇

和波宏典

大和谷敦

塔崎光宏
1II根克彦

植木佳忠
北勘康弘

坪谷和仲
（波)櫻井博三

商橘英明
赤穂珠代

池I]1直昭
（雑)北勝康弘

波辺征徳
町烏優子
松村啓秀

（旅)加茂容子

111内丈青

阪本恵子
（兼>加茂容子

沓水一隆

花岡 愛
川上 康
製ﾉ］正一

森本 益

沸井和也
寺梛英記
落合真人

宮榔康弘
坂野喜隆
小林 中

鰕崎雅子

岸 英範
嫌秀樹

坂木正則
櫛野 玲

IMI口腫・
大押寛久

古屋友紀子
波遜堅司

岡崎格
青木孝之

棚爪智子

符服浩昭
伊藤竜太郎
星野俊也

(雛)土田林太郎

〈兼)伊藤竜太郎

土田林太郎
(旅)凪野俊也

鼎淵 剛

石丸啓光

（兼)鯏椰剛

北111拓郎
河上基也

熊倉秀行

IMI 俊二
名雷 泉

下村雑之

三宅秀明

今村消二

望月玲子
半野勇樹
福岡邦之

石田一樹

堀川 IW司

和田仙司

棟尾 光

佐藤広希
藤原梧志
上田償聡

大向敏正

坂田幸二
高城宏和

白井寛朗
砂川〃I子

寺峰 功
森深哲也

岡本光脚

大橘惣一郎
豊田政昭

田渕修一

洩好良児
(旅)通j膿愛

(兼)、測修一

巡藤愛
(雑)浅野良児

法正 豊

山燗 聡

(賊)和佃祐介

(兼)法正魁

和田祐介
《鉄)I1j必聡

加藤孝宗

金深学
奥山浩次

（旅)佐藤喜一

（雌)金測学

佐藤喜一
（旅)奥山浩次

田避 明
畑山寿定

（旅)大川尚子

（雑)田過明

大川尚子
（兼)畑山寿定

熊谷浩三

小山内克明

（旅)金子輝代

(旅>熊谷浩三

金子師代

(蛾)小山内克明

内1I1 崇
熊谷茂紀

（旅)内山梁．

荻生知明

京都家庭森木、邦裕

神戸地方石原稚也

岡山家庭

鳥取地方

久保田浩史

加勘滋人

山形地方 中平 他

:噌職|鰯
〃 家庭 〃

〃 家庭古谷恭一郎

奈良地方浜本踊子

〃 家庭 〃

大沖地方西田脆裕

〃 家庭 〃

和鰍ll｣地方帆末和秀

〃 家庭 〃

〃 家庭 〃

朧岡地方 浦野真美子
〃 家庭l村田斉准

松江地方 松井千紐子

〃 家庭 〃

横浜地方|大竹昭彦 〃 家庭 〃

秋田地方 伊藤 繁

福岡高等中里智美

〃 地方片山昭人

上佛大作
花守英二

東 孝擬
小田将士

藤原恵美
松本袖二

丸尾孝之
松尾知己

（雑>小田将士

坂口智美
出中大光

（雑)山下柑巳

（兼)坂口智災

山下裕巳
く兼)川rlj大光

永Ⅲf秀治

大迫 智

矢神洲朗
補術 誠

古賀服平
上甲和歌子
（雑)平凡賎

(兼)占観康平

平良 陸

(兼)上りI和歌子

尾方賊司
友枝仁美
岩切一･恭

銑佃浄子
田泌溌IIW
亜出展孝

（旅)安藤災

(雑)11礎獅力

安聯 世
(旅)加測脛孝

大川』竜全
岩下 史
(兼)中ノ神幣劉

(兼)大小通全

中ノイ'l'繁樹

(雌>贈下史

中里直人

M111 麻美
横山勝行
佐藤尚司

〃 家庭|萩本 修 〃 家庭 〃

さいたま地方 小出邦夫

商山光明

小野瀬厚

佐久間雌吉

福井章代

前田 巌

山田真紀

青森地方

〃 家庭

凸.田孝夫

〃

名古屋高等八木

〃 地方人江

洋潔村智:-f
坂口 亨

猛和田 煎
沖本聡子

中潔 強

〃 家庇

干莱地方

〃 家庭

水戸地方

〃 家施

宇都宮地方

〃 家庭

前橘地方

〃 家庭

静岡地方

〃 家庭

甲府地方

〃 家庭|永井尚子

札幌高等近藤宏子林 欣寛

村･上服二
〃 地方武笠圭志小池仁美

奥田一也

原 佳子
〃 家庭大竹侭子丸山又生

松村英樹
函館地方角井俊文古川洋一

中西 覚

（雌)菊地将広

〃 家庭 〃 （兼)古川洋一
菊地将広
（舵)中西覚

旭川地方河本晶子堤 秀喜
日比野貴樹
〈兼)中川賢也

〃 家庭 〃 （兼)堤秀喜

中川賢也

釧路地方背沼 潔 ｜帥本光弘
吉村悟

〃 家庭 〃 In上弘樹
（雌)吉村悟

佐織地方小倉哲浩

〃 家庭平田世人杉山洋一

｢1'島啓祐

津 地方市原縦孝永井年典
佐久間勝徳
（兼)丹羽閲一

〃 家庭 〃 〈兼)永井年典
丹羽賢一
（兼)佐久冊1勝徳

岐恥地力鈴木正弘竹内淳司
金地啓之

〈兼)田中元傭

〃 家庭 〃 （兼)竹内沖司

田中元僧
雛)金地啓之

福井地方野川恵司野津 聡
本村直也
（兼)前川文弘

〃 家庭 〃 （兼)野泳聡
〈雛)前川文弘

（雑)本村庇也

金沢地方任介辰銭沢田和弘
杉本Wl生

（兼)柳瀬由紀T‘

〃 家庭 〃 （兼)沢佃和弘

柳瀬由紀子
（兼)杉木朝生

"1l1地方吉田 彩南出良仁
田中 裕

〈雑)川崎洋一

〃 家庭 〃 （旅)南出良仁

川崎洋一
（雑)、中排

〃 家庭 〃

長崎地方片lll隆夫

〃 家庭 〃

大分地方岡部純子

〃

111田友昌

八木尚美子

永渕純一

細矢 郁

氏本厚司

〃 家庭’ 〃

熊本地方大西

〃 家庭矢数

鹿児島地方立川

滋
雄
毅

勝
昌

高松高等

〃 地方

〃 家庭

徳島地方

岩井

谷口

大鳥

黒田

伸晃

安史

雅弘

班

一原友彦
白神純一

柄川公寛
ｲ簡澗一郎
藤野明弘
WI,井泰人
商陥消志
塩見武和

《兼)臼玖栄治

〈龍)商描禰志

白玖栄治
(並)埋見武和

宮木昌典
藤田美博
〈雌)肌川W】

(雌)宮本昌典

黒川 明

(旅)獺、美梛

佐伯武哉
村岡恵子

水野太平
佐藤洲

〃 家庭I 〃

〃 家庭1 ノノ

長野地方林 俊之

〃 家庭 〃

新潟地方松村 徹

〃 家庭内mW久

宮崎地方|沖'l】碓人

〃 家庭’ 〃

〃 家腿I 〃

那朋地方間松宏之

〃 家庭湘閖禎久

大阪高等

〃 地方

平木正洋

遠藤邦彦

謨
亨
嘩
棚
榊
齢
緋
確
癖
榊
嘩
桐

浩

井
栃
木
佃
谷
木
本
上
江
鱸
遠
村

岩
商
荒
桜
藤
松
関
川
堀
佃
宏
木

広島高等

〃 地方

中山孝雄

内藤裕之

蝉
轆
雄
補
飛
報
岬
榊
吐
搾
鋤
岬

理行

雄司

孝吹

康伸
宏
勝粘

健三

広光
孝之

蝋
健司

聯孝

高知地方|伊藤 野

仙台高等

〃 地方

〃 家庭

福島地方

〃 家庭

瀞叫雅之

森田浩美

小森岡恵樹

加藤 亮

大岨洋志

根崎修一
住淵述司

商柵供也
松田雅史
出羽 隆

谷地Ⅲ牧子

秋元 学
渡遥川彦

山口千栄子

〃 家庭’ 〃

演に1 機

末永雅之

〃

森常轆明

〃 家庭

山口地方

〃 家庭

|Ⅲ山地方

西川知一郎〃 家庇 松山地方福田修久

〃 家庭 〃

京都地方’
川畑正文

※辨務肺次畏の緬獅耐は五十背順
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